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〖自転車盗、万引きの被害防止〗 

〇 ツーロックをしましょう 
〇 少しの時間でも必ず施錠する 
〇 防犯登録をする 
● 万引きは窃盗罪（１０年以下 

の懲役または、５０万円以下の罰金） 
● 他人に万引きをさせた 

場合も同罪です 

地地域域安安全全ニニュューースス  瑞穂･本巣･北方地区 

防犯協会 

TEL/FAX３２３－６６３６    

北方警察署生活安全課 

TEL ３２４－０１１０  みんなで つくろう 安心の街 

 
  

SNS 型投資詐欺とは？  
  SNS をきっかけに、トークグループに招待され、投資を勧められ振り込むと、実は架空 

の口座で高額の金銭等をだまし取られる詐欺です。 
  ●個人名義の口座には絶対に振り込まない 
  ●うまい話をうのみにしない 
 
 ロマンス詐欺とは？ 

  SNS を通じて異性とやり取りするうちに恋愛感情が芽生え 
 相手からの金銭の要求に応じてしまうと、その後音信不通に 

なり、お金をだまし取られてしまう詐欺です。 
 ●相手のいうとおりにお金を振り込まない 

※「詐欺かも・・・？」と思ったらすぐ家族や警察に相談しましょう。 ＃９１１０ 

地域の目 小さな気配り 大きな力 

〖子どもと女性の犯罪被害防止〗 

〇 知らない人について行かない 
〇 こども１１０番の家をおぼえておこう 
〇 ながら見守り活動 
〇 夜間は人通りが多くて 

明るい道を選ぶ 
〇 防犯ブザーを活用する 

実施期間 ：令和６年 10 月 11 日（金）～10 月 20 日（日） 

 

 

 この運動は『みんなでつくろう安心の街』をスローガンに、犯罪・事故・災害などのない 
「安全で安心して暮らせる地域社会」の実現を目指し、全国一斉に実施します。 

 

『岐阜県警察安全・安心メール』 

 県警では、声かけなどの不審者情報や特殊詐欺等に関する情報を、タイムリーに 
配信していますので、ぜひご登録をお願いいたします。 

 


